
改葬手続きについて 

七宗町役場 住民課 

 

改葬とは 
一度お墓に埋葬した遺骨や納骨堂に納めた遺骨を他のお墓や納骨堂に移すこと

です。改葬するためには市町村の許可が必要となります。 
 
申請について 
当町で改葬手続き行えるのは、現在使用している墓地等が当町内のものに限り

ます。お墓等の所在地が当町内でない場合は、お墓の所在する市町村での申請

となりますので、そちらの改葬許可担当課にお問い合わせください。 
 
○申請から許可証交付までの流れ 
 
 １．改葬許可証交付申請書を住民課に取りに来ていただくか又は当町のホー

ムページからダウンロードして、必要事項をご記入ください。 
↓ 

 ２．改葬許可証交付申請書の下欄の埋葬証明を墓地管理者（区長やお寺等）

から証明を書いてもらってください。 
↓ 

 ３．故人の死亡年月日が確認できる戸籍謄本又は抄本（除籍謄本又は抄本）

の写しと故人と申請者とつながりの確認できる戸籍謄本又は抄本（除籍

謄本又は抄本）の写しが必要です。 
↓ 

 ４．住民課の窓口に下記の書類を提出してください。（郵送可） 
   ・改葬許可証交付申請書（埋葬証明がなされているもの） 
   ・戸籍又は除籍（上記３で示した戸籍等） 

↓ 
 ５．提出された書類を審査後、許可証を発行します。なお、郵送で許可証送

付をご希望の方は返信用の切手及び封筒を提出の際に併せて提出してく

ださい。 





委  任  状 
 
 

七宗町長 様 

委任者（改葬許可証交付申請者） 

住  所                              

氏  名                              

   

改葬許可証交付申請に関する手続きを下記の者に委任します。 

年   月   日 

代理人  

住  所                              

氏  名                              

 

【注意事項】 

１．本委任状は、委任者（改葬許可証交付申請者）が全て記入してください。 

２．本状を提出の際に代理人の本人確認をさせていただきますので、代理人 

の方は運転免許証等本人確認ができるものをご持参ください。 


